
第 1 0 3 5回 教 育 委 員 会 

 

平成28年12月26日  

県庁舎教育委員室  

 

１ 開   会    午後２時 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 会期の決定 

 

４ 報   告 ＜資料配付＞ 

（１） 平成29年度県立米沢工業高校専攻科入学者選抜第２次募集について○

○○○                       （高校教育課） 

（２） 平成29年３月新規高等学校卒業予定者の就職内定状況（11月末現在）に

ついて                       （高校教育課） 

（３） 平成28年度山形県教育委員会ストレスチェック制度の実施について○

○○○                         （福利課） 

（４） 平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について○○○○

○○○○                    （スポーツ保健課） 

（５） 平成28年度「未来に伝える山形の宝」登録について○○○○○○○○○

○○○                   （文化財・生涯学習課） 

（６） 「山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産登録について○○○○○

○○○                   （文化財・生涯学習課） 

 

５ 議   題 

議第１号 山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則等

の一部を改正する規則の制定について    （総務課教職員室） 

議第２号 山形県文化財保護条例第36条の５の規定による山形県文化財保護

審議会委員の任命について       （文化財・生涯学習課） 

 

６ 閉   会 



報告報告報告報告    1111－－－－1111    

平成 29 年度山形県立米沢工業高等学校専攻科入学者選抜第 2 次募集実施要項 

 

山形県教育委員会 

 

平成 29 年度山形県立米沢工業高等学校専攻科入学者選抜第２次募集は、平成 29年度山形県立

高等学校入学者選抜基本方針に定めるもののほか、この要項に定めるところにより実施する。 

 

１１１１    募集募集募集募集定員定員定員定員    

設置学科 コース 募集人員 

生産情報 

情報技術コース 約３名 

生産システムコース 約３名 

生産デザインコース 約３名 

 

２２２２    志願資格志願資格志願資格志願資格        

次の各号の一に該当する者 

（１）高等学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校を、卒業又は平成 29 年 3 月卒業

見込みの者 

（２）学校教育法施行規則(昭和 22年文部省令第 11 号)第 150 条の規定により、高等学校を卒

業した者と同等以上の学力があると認められる者 

 

３３３３    募集公告募集公告募集公告募集公告    

県教育委員会の募集についての公告は、平成 28 年 12 月 16 日（金）に県公報によって行う。

県立米沢工業高等学校長は、この公告に基づき募集する。 

 

４４４４    募集要項募集要項募集要項募集要項    

（１）高等学校では、募集要項に、志願資格、設置学科、入学定員、教育課程の概要、出願手

続、検査日時、検査教科、携行品、受検上の注意、合格発表の日時、入学後の経費に関す

る記述等を明確に記載する。 

（２）高等学校長は、募集要項１部（入学願書も添付）を平成 28年 12 月 22 日（木）必着で、

県教育庁高校教育課長あて提出する。 

 

５５５５    出願書類の交付出願書類の交付出願書類の交付出願書類の交付    

出願に必要な書類は、県立米沢工業高等学校において交付する。 

 

６６６６    出願期間出願期間出願期間出願期間    

  平成 29 年１月 4 日（水）から同年１月 13 日（金）正午までとする。 

郵送の場合でも締切日時までに必着とする。 

 

７７７７    提出書類提出書類提出書類提出書類    

（１）入学願書   

学校所定のものに、山形県立学校の授業料等徴収条例(昭和 43 年３月県条例第 18 号)

に基づき、入学者選抜手数料として 2,200 円の山形県収入証紙を貼る。ただし、消印はし

ないものとする。 



報告報告報告報告    1111－－－－2222    

（２）履歴書・身上書   

学校所定のもの。貼付する写真は、最近 3 か月以内に撮影した正面顔写真とし、脱帽し、

大きさは４cm×５cm のもの。 

（３）調 査 書   

高等学校卒業（卒業見込み）の者は、当該高等学校の調査書。 

    高等学校を卒業していない者は、同等以上の学力を証明する書類とする。 

（４）健康診断書  

学校所定のものとし、平成 28 年４月１日以降に受診したもの。卒業見込みの者は在学

校の健康診断の写しで可とする。 

 

８８８８    選選選選        抜抜抜抜    

提出書類によるほか、次のとおり小論文及び面接（プレゼンテーションを含む）により行う。 

（１）期 日  平成 29年１月 21日（土） 

（２）場 所  県立米沢工業高等学校 

（３）選考方法 

   イ  小論文(50 分) 

   ロ  面接（15分程度） 

 

９９９９    合格発表合格発表合格発表合格発表    

平成 29 年１月 25 日（水）午後３時予定 

 

10101010    その他その他その他その他    

細部については、平成 29 年度山形県立米沢工業高等学校専攻科入学者選抜第２次募集要項

によることとし、同校に問い合わせること。 

 



県内 県外 合計 県内 県外 合計 県内 県外 合計 県内 県外 合計

2,3112,3112,3112,311 644644644644 2,9552,9552,9552,955 2,0002,0002,0002,000 573573573573 2,5732,5732,5732,573 86.586.586.586.5 89.089.089.089.0 87.187.187.187.1 311311311311 71717171 382382382382

希望者数（人） 内定者数（人） 内定率（％） 未内定者数（人）

平成２９年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（１１月末現在）平成２９年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（１１月末現在）平成２９年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（１１月末現在）平成２９年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（１１月末現在）

資 料

平 成 28 年 12 月 26 日

教 育 庁 ・ 総 務 部

本年

報
告

報
告

報
告

報
告

公立 1,533 454 1,987 1,348 414 1,762 87.9 91.2 88.7 185 40 225

私立 778 190 968 652 159 811 83.8 83.7 83.8 126 31 157

村山 1,135 151 1,286 979 129 1,108 86.3 85.4 86.2 156 22 178

最上 139 57 196 113 52 165 81.3 91.2 84.2 26 5 31

置賜 435 142 577 381 126 507 87.6 88.7 87.9 54 16 70

庄内 602 294 896 527 266 793 87.5 90.5 88.5 75 28 103

2,3762,3762,3762,376 703703703703 3,0793,0793,0793,079 2,0712,0712,0712,071 620620620620 2,6912,6912,6912,691 87.287.287.287.2 88.288.288.288.2 87.487.487.487.4 305305305305 83838383 388388388388

▲ 65 ▲ 59 ▲ 124 ▲ 71 ▲ 47 ▲ 118 ▲ 0.7 0.8 ▲ 0.3 6 ▲ 12 ▲ 6

＊　本調査には、縁故・自営・公務員を含んでいる。内定率の増減はポイント数である。

対前年比

県

内

地

区

前年

報
告

報
告

報
告

報
告

22 22
－－ －－

11 11
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平成 28 年度山形県教育委員会ストレスチェック制度の実施について 

 

 

 

 

１ ストレスチェック制度の実施目的 

 ○ 職員自身のストレスへの気づきを促す。 

 ○ ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる。 

 ○ 職員のメンタルヘルス不調の未然防止を図る。 

 

２ 実  施  期  間  平成 28年 11月 15 日～28日   ※平成 29年度は９月実施予定 

 

３ 実 施 対 象 者  3,940 人（一般職の常勤職員、１週間の勤務時間が 29 時間以上で継続 

勤務(予定)期間が１年以上の非常勤嘱託職員等） 

 

４ 実  施  者  数  2,640 人（実施率：67.0％） 

 

５ 高ストレス者数   219 人（高ストレスの割合：8.3％） 

 

６ 県教育委員会全体の集計分析結果  別添のとおり 

 

７ ストレスチェック実施後の対応 

 

(1) 高ストレスと判定された者に対する対応 

 

① 医師の面接指導の実施 

    ストレスチェックの結果、高ストレスと判定され、職員が申し出た場合に産業 

医等による面接指導を実施する。面接指導の医師が、就業上の措置が必要と判断 

した場合は、所属長は必要に応じ人事労務担当者と協議を行い、就業上の措置を 

講じる。（福利課保健師が高ストレス者に対し、メール等により申出勧奨を実施。） 

 

②  福利課保健師のメール相談 

 

③  メンタルヘルス健康相談事業等（既存事業）に関する情報提供 

 

 (2) 職場環境の改善につなげる対応 

  ○  ストレスチェック受検者 10 人以上の所属毎に集計・分析を行い、その結果を 

所属長等に情報提供する。 

  ○  所属長は衛生委員会等に結果を報告、審議し、職場環境の改善につなげる。 

 

８ 市町村立学校教職員に対するストレスチェック制度の実施 

 (1) ストレスチェック制度実施義務者  各市町村教育委員会 

 (2) 平成 28 年度におけるストレスチェック制度実施予定市町村教育委員会 

   20 市町村教育委員会（平成 28 年８月時点） 

平成 28 年 12 月 

教 育 庁 

■労働安全衛生法の改正（H26.6.25 公布、H27.12.1 施行） 

 医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（年に１回以上）及び医師の

面接指導を実施することが事業者の義務となった（50 人以上の事業場）。 



区分別実施率及び高ストレス者割合

No 実施区分

診断

者数

対象

人数

実施率

高ストレス

者数

高ストレス者

割合

県教委全体 2,640 3,940 67.00% 219 8.30%

1 本庁・教育事務所及び教育センター 305 374 81.60% 18 5.90%

2 教育機関（教育センター及び県立学校を除く） 53 98 54.10% 7 13.21%

3 県立学校 2,275 3,461 65.70% 194 8.53%

集計分析対象外（出向、派遣等） 7 7 100.00% 0 0.00%

仕事のストレス判定図

期　間　：2016年11月15日～28日

全体平均：期間の利用者平均　　

　※平均点数について、仕事の量的負荷は、数値が大きいほどストレス度が高くなり、

　※仕事のコントロール、上司の支援及び同僚の支援は、数値が小さいほどストレス度が高くなる。

全体

男

（人）

女

（人）

量的

負荷

コント

ロール

上司の

支援

同僚の

支援

量-コント

ロール

判定

(A)

職場の

支援判定

（B）

総合健康

リスク

(A)×

(B)/100

◆ 全国平均 -       -       -       8.2 8.0 7.3 8.1 100 100 100

■ 全体平均 2,640 1,520 1,120 8.8 8.1 8.1 8.5 102 89 91

①

本庁・教育事務所及び

教育センター

305 215 90 8.6 8.2 9.0 9.0 100 77 77

②

教育機関（教育センター及

び県立学校を除く)

53 36 17 7.4 8.5 8.3 8.5 90 87 78

③ 県立学校 2,275 1,263 1,012 8.8 8.1 7.9 8.4 102 90 92

健康リスク（全国平均：100）

No. 実施区分

平均点数人数

報告 3－2報告 3－2報告 3－2報告 3－2



255 校 男子 名 女子 名 合計 名

98 校 男子 名 女子 名 合計 名

男子 点点点点 点 点

女子 点点点点 点 点

男子 点点点点 点 点

女子 点点点点 点 点

男子

女子

男子

女子

平 成 28 年 12 月 26 日

教 育 庁 スポー ツ保 健課

本県実施校及び人数本県実施校及び人数本県実施校及び人数本県実施校及び人数

80.9%80.9%80.9%80.9%

87.6%87.6%87.6%87.6%

86.8%86.8%86.8%86.8%

58.3%

9.5%

685.2

78.4%

84.8%

83.0%

中　学　校　２　年　生

女子

県平均 全国平均 県平均 全国平均

66.4%66.4%66.4%66.4%

12.8%12.8%12.8%12.8%

721.0721.0721.0721.0

男子

（１）体力合計点（実技調査した８種目の合計点）

 運動やスポーツは大切

（大切・やや大切）

 運動やスポーツをすること

（好き・やや好き）

91.3%91.3%91.3%91.3%

93.1%93.1%93.1%93.1%

91.7%91.7%91.7%91.7%

78.5%

16.6%

964.3

89.0%

90.9%

88.3%

86.4%86.4%86.4%86.4%

18.5%18.5%18.5%18.5%

936.9936.9936.9936.9

53.1%53.1%53.1%53.1% 51.6%

341.9341.9341.9341.9

89.3%89.3%89.3%89.3%

90.0%90.0%90.0%90.0%

91.5%91.5%91.5%91.5%

370.3

87.7%

90.0%

91.7%

75.5%75.5%75.5%75.5% 79.3%

521.7521.7521.7521.7

94.8%94.8%94.8%94.8%

93.1%93.1%93.1%93.1%

95.1%95.1%95.1%95.1%

602.9

93.4%

92.6%

94.8%

ボール投げ

＋

＋

＋

＋

立ち幅とび

－

－

＋

－

 運動部・スポーツクラブ

への所属（加入）

 運動部所属複数回答可

　（運動部）

 運動部所属複数回答可

（スポーツクラブ）

－

－

＋

（保健）体育の授業は楽しい

（楽しい・やや楽しい）

＋

－

－

１週間の総運動時間の

平均（分）（体育の授業を除く）

３　運動習慣、運動やスポーツに関する意識調査結果　　　　　（網掛け：全国と比べ良好な県平均）３　運動習慣、運動やスポーツに関する意識調査結果　　　　　（網掛け：全国と比べ良好な県平均）３　運動習慣、運動やスポーツに関する意識調査結果　　　　　（網掛け：全国と比べ良好な県平均）３　運動習慣、運動やスポーツに関する意識調査結果　　　　　（網掛け：全国と比べ良好な県平均）

運

動

習

慣

の

状

況

運

動

や

ス

ポ

ー

ツ

に

関

す

る

意

識

－

－

－

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

8,914

9,582

－

－

長座体前屈

＊本調査はH20年度から実施。H22年度から 24年度は抽出調査（H 23年度は震災のため中止）

２　体力・運動能力調査結果２　体力・運動能力調査結果２　体力・運動能力調査結果２　体力・運動能力調査結果

小学校

５年生

中学校

２年生

握力

＋

＋

＋

＋

上体起こし

－

－

＋０．１０＋０．１０＋０．１０＋０．１０

＋０．２５＋０．２５＋０．２５＋０．２５ ＋０．０８＋０．０８＋０．０８＋０．０８

53.4653.4653.4653.46

55.7955.7955.7955.79

53.92

小　学　校　５　年　生

－０．４６

小学校

５年生

前年度との差H27山形県全国差全国山形県山形県山形県山形県

49.22

反復横とび

＋

49.56

42.33

質　問　内　容

50m走
20mシャトルラン

持久走

＋

県平均 全国平均

平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について

１　　対象　　　小学校５年生・中学校２年生（全国悉皆調査）　　　１　　対象　　　小学校５年生・中学校２年生（全国悉皆調査）　　　１　　対象　　　小学校５年生・中学校２年生（全国悉皆調査）　　　１　　対象　　　小学校５年生・中学校２年生（全国悉皆調査）　　　

中学校

２年生

県平均 全国平均

4,864

4,385

4,718中学校

55.54

53.36

55.71

（２）種目別結果 （全国平均値を上回った種目：＋＋＋＋　　　　、全国平均値を下回った種目：－)

＋０．３７＋０．３７＋０．３７＋０．３７ ＋０．１７＋０．１７＋０．１７＋０．１７

＋０．１５＋０．１５＋０．１５＋０．１５ ＋０．４９＋０．４９＋０．４９＋０．４９

42.5042.5042.5042.50

49.7149.7149.7149.71

42.13

小学校 4,529

男子 女子

報告 4－1報告 4－1報告 4－1報告 4－1
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平 成 28 年 12 月 26 日   

教育庁文化財・生涯学習課   

 

平成28年度「未来に伝える山形の宝」登録について 

 

 平成 28 年 11 月 18 日（金）開催の「未来に伝える山形の宝」登録審査委員会（会長 伊藤清郎

い と う き よ お

）

において、３件の申請に対して登録に適すると県知事へ報告が行われ、平成 28 年 12 月 20 日

（火）に登録証交付式を実施しました。県内では下記のとおり重点テーマ１件、推奨テーマ２

件が新たに登録されましたので報告します。 

 

記 

 

１ 今回登録された団体の概要 

 ○重点テーマ 

最上川が運んだ文化と黒塀の豪農屋敷群（黒塀のまちなみ保存活用協議会 中山町） 

中山町岡地区は県指定有形文化財「柏倉家住宅」を中心とした一族による屋敷群を配し、周囲に

は総延長約1ｋｍにも及ぶ黒塀と歴史的建造物が一体となった美しい景観を形成している。最上川舟

運により栄えた黒塀の豪農屋敷群の景観、ひな人形や築山庭園などの上方文化等を後世に伝えて

いく取組みを行う。 

○推奨テーマ 

        出羽三山信仰に育まれた歴史と文化の里 岩根沢（岩根沢地域づくり協議会 西川町） 

 出羽三山参詣の要所として栄えた宗教集落であり、国指定の重要文化財「月山出羽湯殿山三神

社社殿」を中心に、岩根沢太々神楽や宿坊での六浄豆腐を含む精進料理などの食文化の継承を図

っている。特色ある歴史と文化が調和した岩根沢文化を地区民一体となって次世代に引き継いでいく

取組みを行う。 

        黒沢峠敷石道を未来へ（黒沢峠敷石道保存会 小国町） 

越後米沢街道・十三峠は、山形から新潟へ抜ける貴重な街道としてイザベラ・バード等の著名人が

往来するとともに、交易の道として青苧などの積荷の往来が活発であった。悪路の解消を図った敷石

道の姿を復活させ、当時の様子を後世に伝えている。黒沢峠敷石道を中心とした景観とこの地の歴史

を後世へ引き継いでいく取組みを行う。 

  

２ その他 

 ・山形県内の登録件数は １９件（重点６、推奨１３） ⇒ ２２件（重点７、推奨１５） 

となります。 

 ・「未来に伝える山形の宝」登録制度とは 

文化財の保護を図るとともに、郷土に対する誇りと愛着を育み、地域活性化や交流の拡

大につなげていくことを目的に、地域にのこる有形・無形の様々な文化財を保存・活用す

る取組みを「未来に伝える山形の宝」として登録します。 
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「未来に伝える山形の宝

 

 

地域にのこる有形・無形の様々な文化財を

として登録・推進することで、

地域活性化や新たな交流の拡大につなげていく

 

 

文化財は、指定の有無にかかわらず、先人が大切に守りのこ

として誇れるものを、地域で守り、活用し、未来に継承していこうという思い

のが「未来に伝える山形の宝」

 

 

歴史・文化・自然など共通するテーマで結び付いた

財の保存と、地域（歴史的・文化的・自然的な結びつきを有する一定のエリア）

の活用が一体となった取組みを

【重点テーマ（最上川の文化遺産

最上川の文化的景観、自然的特性、歴史的・文化的特性を活かした取組み

《自然的特性》地形、地質、動植物等

《歴史的・文化的特性》流通・往来、舟運を介した交流文化、

 河川管理の歴史、農林水産業との関わり、文学・芸術等

【推奨テーマ】 

地域の自然及び歴史・文化の特徴や魅力を表している

〈要件〉 ※重点、推奨共通

・構成する文化財の保存・活用の考え方が示されていること

・構成する主な文化財が、国、県又は

補としての評価が可能であること

・地域の活性化や交流の拡大につながる継続した取組みであること

【重点テーマ】最上川の文化的景観、自然的特性、歴史的・文化的特性を活かした取組み

取組みの名称 

最上川における近世舟運文化 黒滝編

最上川・五百川郷の宝物がたり 

＜重要文化的景観＞ 最上川の流通・往来及

び左沢町場の景観 

幻想の世界に息づく最上峡の自然と歴史文化

直江石堤と米沢市芳泉町の生垣・町並み景観

風水にふれる里  

最上川舟運と清水城址 

※最上川が運んだ文化と黒塀の豪農屋敷群
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未来に伝える山形の宝」登録制度について

様々な文化財を保存・活用する取組みを、「未来に伝える山形の宝」

推進することで、文化財の保護を図るとともに、郷土に対する誇りと愛着を育み

地域活性化や新たな交流の拡大につなげていくことを目的としています。（平成

にかかわらず、先人が大切に守りのこしてくれた宝物であ

地域で守り、活用し、未来に継承していこうという思い

山形の宝」です。 

史・文化・自然など共通するテーマで結び付いた複数の文化財により構成

（歴史的・文化的・自然的な結びつきを有する一定のエリア）

なった取組みを登録します。 

文化遺産）】 

の文化的景観、自然的特性、歴史的・文化的特性を活かした取組み

《自然的特性》地形、地質、動植物等 

《歴史的・文化的特性》流通・往来、舟運を介した交流文化、 

河川管理の歴史、農林水産業との関わり、文学・芸術等 

歴史・文化の特徴や魅力を表しているもの 

※重点、推奨共通 

構成する文化財の保存・活用の考え方が示されていること 

、国、県又は市町村の指定・登録を受けている

であること 

地域の活性化や交流の拡大につながる継続した取組みであること 

        

最上川の文化的景観、自然的特性、歴史的・文化的特性を活かした取組み

団体名 

黒滝編 黒滝会 

・近世日本の往来形態の舟運跡

・地球創生活動様態を示す岩盤群

ＮＰＯ法人朝日町エ

コミュージアム協会 

・佐竹家住宅・木造薬師如来立像

・西五百川小学校三中分校

最上川の流通・往来及

大江町 

・最上川 ・月布川・旧最上橋

・左沢楯山城跡・建築物（

幻想の世界に息づく最上峡の自然と歴史文化 戸沢村 

・最上峡・仙人堂・幻想の森

・一夜観音 

直江石堤と米沢市芳泉町の生垣・町並み景観 米沢市芳泉町町内会 

・六十在家街道両側の石垣・生垣、残

存する茅葺屋根民家の町並み景

大蔵村 

・清水城跡 

・合海田植え踊り

※最上川が運んだ文化と黒塀の豪農屋敷群 

黒塀のまちなみ保存

活用協議会 

・柏倉家住宅

・柏倉惣右衛門家住宅

について 

「未来に伝える山形の宝」

郷土に対する誇りと愛着を育み、

（平成25年度創設） 

してくれた宝物であり、山形県民

地域で守り、活用し、未来に継承していこうという思いや活動を含めたも

により構成されており、文化

（歴史的・文化的・自然的な結びつきを有する一定のエリア）における文化財

 

の指定・登録を受けているか、指定・登録の候

※※※※※※※※今今今今今今今今回回回回回回回回登登登登登登登登録録録録録録録録 

最上川の文化的景観、自然的特性、歴史的・文化的特性を活かした取組み 

構成文化財 

・近世日本の往来形態の舟運跡 

・地球創生活動様態を示す岩盤群 

・佐竹家住宅・木造薬師如来立像 

・西五百川小学校三中分校 など 

・月布川・旧最上橋 

・左沢楯山城跡・建築物（24件）など 

・最上峡・仙人堂・幻想の森 

 

六十在家街道両側の石垣・生垣、残

存する茅葺屋根民家の町並み景 など 

 

・合海田植え踊り など 

・柏倉家住宅 

・柏倉惣右衛門家住宅 など 



報告報告報告報告    5555－－－－3333    

 

【推奨テーマ】地域の自然及び歴史・文化の特徴や魅力を活かした取組み 

取組みの名称 団体名 構成文化財 

出羽の地に華開いた仏教文化 

 慈恩寺「悠久の魅力」 

寒河江市 

・本山慈恩寺本堂、慈恩寺舞楽を含む

建造物、仏像群、無形民俗文化財など 

人と農、歴史がまじわる「原蚕の杜」 

新庄市エコロジーガ

ーデン交流拡大プロ

ジェクト実行委員会 

・旧農林省蚕糸試験場新庄支場 

・原蚕の杜のクワの大木 

旧矢島街道でつなぐ加無山系番楽と女甑山の

大カツラ 

真室川町 

・平枝番楽 ・釜淵番楽 

・八敷代（はっしきだい）番楽 など 

「安久津八幡」～千年の夢をつなぐ～ 高畠町 

・八幡神社本殿、三重塔、舞楽殿 

・安久津延年、田植舞、倭舞 など 

下小松古墳群と希少な自然が織りなす里山の

風景 

川西町 

・下小松古墳群 

・チョウセンアカシジミ など 

能と歌舞伎 伝承の里 山五十川 

山五十川古典芸能保

存会 

・山戸能 

・山五十川歌舞伎 

人をつなぎ、文化をつむぐ羽州街道 

 楢下宿 金山越 

上山市 

・羽州街道 楢下宿 金山越 

・旧丹野家 など 

置賜地方の草木塔が語りかける自然と人間の

共生 

やまがた草木塔ネッ

トワーク 

・塩地平の草木塔 

・大明神沢の草木塔 など 

鳥海山信仰が育んだ 蕨岡の歴史と文化 

遊佐町蕨岡まちづく

り協会 

・鳥海山 

・杉沢比山  ・蕨岡延年 など 

白竜湖 心の風景を未来へ 南陽市 

・白竜湖 

・新田堤 など 

十三峠街道と宇津峠  

      青苧とイザベラ・バードの道 

手ノ子地区協議会宇

津峠部会 

・道普請供養塔 ・馬頭観世音碑     

・宇津明神跡 など  

城下町の町割り・歴史と文化 

そして最上川の景観 

酒田市 

・總光寺庭園 ・庄内松山城大手門   

・松山能 など   

沃野が広がる南山形 

～氷河期から刻む２万年の歴史と恵みの里～ 

東北文教大学・南山

形地区創生プロジェ

クト委員会 

・谷柏古墳群       

・津金沢の大スギ など 

※出羽三山信仰に育まれた歴史と文化の里 

                 岩根沢 

岩根沢地域づくり協

議会 

・摂社 月山出羽湯殿山三神社社殿 

・岩根沢太々神楽 など 

※黒沢峠敷石道を未来へ 黒沢峠敷石道保存会 

・敷石道  ・一里塚 

・古屋敷（峠の茶屋） など 

 

✣文化財とは･･･ 

建造物や美術工芸品、土偶などの有形文化財、民俗芸能などの無形文化財、古墳や城跡、庭園、

樹木、動植物などの記念物、文化的景観などです。 

✣保存、活用の取組みとは･･･ 

・文化財の保存修理と公開、文化財等を巡るまち歩きルートの作成、まち歩きのためのマップの

作成や案内板の設置、案内人の養成・・・など 

・能や歌舞伎などの民俗芸能を核に、上演される舞台の修理、衣装や道具の更新、県外やイベン

トでの上演、後継者の育成・・・など 

✣他にも･･･ 

 歴史的価値を持つ建造物、地域にゆかりのある史跡や景観地、旧街道などの往来、巨木などの

記念物とそれらを育んだ自然などをテーマとした多様な取組みが考えられます。 



 

「新庄まつりの山車

や た い

行事」を含む「山

やま

・鉾

ほこ

・屋台

や た い

行事」の 

ユネスコ無形文化遺産登録について 

 

１．概 要                                    

 昨年３月に、ユネスコ無形文化遺産登録（代表一覧表記載）に向けて文化庁からユネ

スコ事務局に提出した、本県の「新庄まつりの山車行事」を含む「山・鉾・屋台行事」

の提案について、12 月１日（木）、ユネスコ無形文化遺産保護条約政府間委員会におい

て「記載」の決議がなされた。 

※ユネスコ無形文化遺産登録は本県初 

 

２．登録までの経緯                                  

 平成 21 年 ９月 第 4 回政府間委員会（アブダビ・アラブ首長国連邦）において「京

都祗園祭の山鉾行事」及び「日立風流物」がユネスコ無形文化遺

産に登録 

 平成 26 年  ３月 「京都祗園祭の山鉾行事」及び「日立風流物」を拡張し、「新庄ま

つりの山車行事」を含む国指定重要無形民俗文化財を「山・鉾・

屋台行事」としてグループ化して提案 

 平成 26 年 ６月 ユネスコの審査件数の上限（50 件）を上回る提案（61 件）が各

国よりあったため、無形文化遺産の登録がない国の審査を優先す

るという国際ルールに基づき、日本からの提案（「山・鉾・屋台行

事」）の審査が１年先送り 

 平成 27 年 ３月 「山・鉾・屋台行事」を再提案 ※提案概要は別紙１、２のとおり 

 平成 28 年 10 月 「山・鉾・屋台行事」について評価機関より「記載」の勧告 

 平成 28 年 12 月 第 11 回政府間委員会（アディスアベバ・エチオピア）において、

「山・鉾・屋台行事」について「記載」の決議 

 

３．「新庄まつりの山車行事」の概要                         

 別紙３のとおり 

 

＜参考資料＞                                   

 ユネスコ無形文化遺産について（文化庁） 

 

平成 28 年 12 月 26 日 

文化財・生涯学習課 
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（別紙３） 

「新 庄

しんじょう

まつりの山車

や た い

行事」について 

 

１ 名 称 ： 新 庄

しんじょう

まつりの山車

や た い

行事 

２ 所 在 地 ： 山形県新庄市 

３ 保護団体 ： 新 庄

しんじょう

まつり山車

や た い

行事保存会 

４ 公開期日 ： 毎年８月２４日～２６日 

５ 文化財の概要 

① 文化財の特色 

本件は、山形県新庄市において伝承されている山車

や た い

の巡行を中心とする行事

である。山車

や た い

の作り物を毎年造り替える風流

ふりゅう

の山・鉾

ほこ

・屋台

や た い

の祭りで、東北地

方の日本海側に見られる風流の山・鉾・屋台の祭りの典型例の一つとして特色

がある。 

② 文化財の説明 

新庄まつりの山車行事は、新庄市内２０か町から各１台ずつ山車

や た い

が出され、

天満

てんまん

神社

じんじゃ

の神輿に供奉して巡行する行事である。 

山車

や た い

は歌舞伎や物語などに題材をとった作り物で飾られる。この作り物は各

町内の若者達によって毎年新しく造り替えられる。祭りの日には自分の町内を

出発した後、天満神社のある最上公園に集合して順に市内を巡行する。山車

や た い

に

つく囃子

は や し

は周辺部の農村の若者が受け持っている。 

新庄まつりの山車

や た い

行事は、宝暦６（１７５６）年に前年の飢饉で疲弊した領

民を励まそうとした新庄藩主の命により始まったと伝えられ、祭りの起源にも

特色がある。 

東北地方の日本海側に伝承される同種の行事の典型例の一つといえ、我が国

の山・鉾・屋台の祭りの変遷を知る上でも重要である。 
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（参考資料） 

※「来訪神：仮面・仮装の神々」今後の予定 

2017 年 ３月再提案 

2018 年 11 月審議 

※ 
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議第 １ 号 

 

山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則等の一部 

を改正する規則の制定について 

 

 山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正す

る規則を次のように制定する。 

 

山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則等の一部 

を改正する規則 

（山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則（昭和 40 年

４月県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第４条の７中「日常生活を営むのに支障がある者」を「要介護者」に改める。 

第４条の 10 中「準用する同条第３項」を「準用する同条第２項又は第３項」と、

「第４条の８第１項中「第６条の３第２項又は第３項」とあるのは「第６条の３第

３項」と、「ものとする。この場合において、当該制限を請求する期間については、

条例第６条の３第２項の規定による請求に係る期間と同条第３項の規定による請

求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」

と、同条第２項及び第３項中「第６条の３第２項又は第３項」とあるのは「第６条

の３第３項」と、前条第１項中「第６条の３第２項又は第３項」とあるのは「第６

条の３第３項」と、同項第１号」を「前条第１項第１号」に、「日常生活を営むの

に支障がある者」を「要介護者」に改め、「「第６条の３第２項又は第３項」とある

のは「第６条の３第３項」と、」を削る。 

第 12 条第１項中「であつて」を「（第２号に掲げる者にあつては、」に、「とする」

を「に限る。）とする」に改め、同条第４項中「の範囲内」を「（当該介護休暇と要

介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当

該４時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超えな

い範囲内の時間」に改め、同項を同条第 10 項とし、同条中第３項を第９項とし、

第２項の次に次の６項を加える。 

３ 条例第 16 条の２第１項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間（以

下「指定期間」という。）の指定を希望する期間の初日及び末日を別記様式第５

号に記入して、県教育委員会又はその委任を受けた者に対し行わなければならな

い。 

４ 県教育委員会又はその委任を受けた者は、前項の規定による指定期間の指定の

申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間（第７項
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において「申出の期間」という。）の指定期間を指定するものとする。 

５ 学校職員は、第３項の申出に基づき前項若しくは第７項の規定により指定され

た指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出（短

縮の指定の申出に限る。）に基づき次項若しくは第７項の規定により指定された

指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、

改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を別記様式第５号に

記入して、県教育委員会又はその委任を受けた者に対し申し出なければならない。 

６ 県教育委員会又はその委任を受けた者は、学校職員から前項の規定による指定

期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第４項、この項又は次項の

規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指

定期間を指定するものとする。 

７ 第４項又は前項の規定にかかわらず、県教育委員会又はその委任を受けた者は、

それぞれ、申出の期間又は第３項の申出に基づき第４項若しくはこの項の規定に

より指定された指定期間の末日の翌日から第５項の規定による指定期間の延長

の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間（以下この項におい

て「延長申出の期間」という。）の全期間にわたり第 13 条ただし書の規定により

介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として

指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし

書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これら

の期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。 

８ 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、１月に満たない期間は、30 日をもつて

１月とする。 

第 12 条の次に次の１条を加える。 

（介護時間） 

第 12 条の２ 介護時間の単位は、30 分とする。 

２ 介護時間は、１日を通じ、勤務時間の開始の時刻から連続し、又は勤務時間の

終了の時刻まで連続した２時間（育児休業条例第 33 条第１項の規定による部分

休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該２時間から当該部

分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超えない範囲内の時間と

する。 

第 13 条の見出し中「の承認」を「及び介護時間の承認」に改め、同条中「の申

請」を「又は介護時間の申請」に、「に定める」を「又は第 16 条の３第１項に定め

る」に改める。 

第 17 条第１項中「、あらかじめ」を削り、「により、」を「により、介護時間を

受けようとするときは別記様式第６号により、あらかじめ」に改め、同条第２項中

「場合」を「介護休暇の承認を受けようとする場合」に、「条例第 16 条の２第２項
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に規定する介護を必要とする一の継続する状態」を「１回の指定期間」に、「介護

休暇」を「介護休暇の承認」に、「期間」を「期間（当該指定期間が２週間未満で

ある場合その他県教育委員会が定める場合には、県教育委員会が定める期間）」に

改め、同条第３項中「休暇」を「介護休暇又は介護時間」に改め、同項ただし書中

「当該申請に」を「当該介護休暇の申請に」に改め、同条第４項中「介護休暇」を

「介護休暇又は介護時間」に改める。 

別記様式第５号を次のように改める。 
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様式第５号                                           

（第１面） 

年  月  日   

任命権者あて 

 

所属学校名 

職名 氏        名○印  

  

 介 護 休 暇 承 認 申 請 書 

 

  下記により、介護休暇に係る指定期間を申し出るとともに、休暇をいただきたいので御承認くださるよう

申請します。 

記 

※要介護者に関する事項 ※要介護者の状態及び具体的な介護の内容 

氏    名  

 

続    柄  

同 ・ 別 居 □ 同 居  □ 別 居 

介護が必要と 

な っ た 時 期 

年   月   日 

 

指 定 期 間 の 申 出 ・ 指 定 

第１回 第２回 第３回 

※ 

申出の期間 

※ 

申出日 

※ 

本人印 

決 裁 期 間 

※ 

申出の期間 

※ 

申出日 

※ 

本人印 

決 裁 期 間 

※ 

申出の期間 

※ 

申出日 

※ 

本人印 

決 裁 期 間 

年 月 日から 

年 月 日まで 

   月 日 

年 月 日から 

年 月 日まで 

   月 日 

年 月 日から 

年 月 日まで 

   月 日 

備考 備考 備考 

 

指 定 期 間 の 延 長 ・ 短 縮 

第１回 第２回 第３回 

※延長・短縮 

後の末日 

※ 

申出日 

※ 

本人印 

決 裁 

延長・短縮 

後の期間 

※延長・短縮 

後の末日 

※ 

申出日 

※ 

本人印 

決 裁 

延長・短縮 

後の期間 

※延長・短縮 

後の末日 

※ 

申出日 

※ 

本人印 

決 裁 

延長・短縮 

後の期間 

( 年 月 日から) 

年 月 日まで 

   月 日 

( 年 月 日から) 

年 月 日まで 

   月 日 

( 年 月 日から) 

年 月 日まで 

   月 日 

( 年 月 日から) 

年 月 日まで 

   月 日 

( 年 月 日から) 

年 月 日まで 

   月 日 

( 年 月 日から) 

年 月 日まで 

   月 日 

備考 備考 備考 

（※印の欄は学校職員が記入又は押印する。） 
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(第２面) 

介 護 休 暇 の 申 請 ・ 承 認 

※    申    請    の    期    間 
※ 

申    請 

年 月 日 

※ 

本人印 

承 認 の 

可   否 

決 裁 備 考 

年   月   日 時      間 

日 ・ 

時間数 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

年 月 日から 

年 月 日まで 

□毎 日 

□その他（ ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

日 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

時 

（※印の欄は学校職員が記入又は押印する。） 
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(第３面) 

介 護 休 暇 の 取 消 し 等 

※ 休 暇 の 取 消 し 等 の 期 間 

※ 

本人印 

決    裁 備   考 

年   月   日 時      間 日・時間数 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

年  月  日から 

年  月  日まで 

時  分～  時  分 

時  分～  時  分 

日 

  

 

時 

（※印の欄は学校職員が記入又は押印する。） 
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別記様式第５号の次に次の１様式を加える。 

様式第６号                                   （第１面） 

    年  月  日  

任命権者あて 

 

所属学校名 

職名 氏        名○印  

 

 

 介 護 時 間 承 認 申 請 書 

  下記により介護時間をいただきたいので御承認くださるよう申請します。 

 記 

※要介護者に関する事項 ※要介護者の状態及び具体的な介護の内容 

氏    名  

 

続    柄  

同 ・ 別 居 □ 同 居  □ 別 居 

介護が必要と 

な っ た 時 期 

年   月   日 

連続する３年の期間 

年  月  日から  年  月  日まで 

※    申    請    の    期    間 
※ 

申    請 

年 月 日 

※ 

本人印 

承 認 の 

可   否 

決 裁 備 考 

年   月   日 時      間 

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

（※印の欄は学校職員が記入又は押印する。） 
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（第２面） 

※    申    請    の    期    間 

※ 

申    請 

年 月 日 

※ 

本人印 

承 認 の 

可   否 

決 裁 備 考 

年   月   日 時      間 

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

年 月 日から

年 月 日まで

□毎 日 

□その他（ ）

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

年 月 日 

 

□承 認 

□不承認 

  

（※印の欄は学校職員が記入又は押印する。） 
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 （第３面） 

※  休  暇  の  取  消  し  等  の  期  間 

※ 

本人印 

決 裁 備    考 

年   月   日 時      間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

午前  時  分～  時  分 

午後  時  分～  時  分 

  

 

（※印の欄は学校職員が記入又は押印する。） 
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（市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関す

る条例施行規則の一部改正） 

第２条 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に

関する条例施行規則（昭和31年11月県教育委員会規則第13号）の一部を次のように

改正する。 

第１条の２中「、第４項、第５項及び第６項」を「及び第４項から第６項まで」

に、「第13条」を「第12条第３項から第７項まで、第13条」に、「中」を「の規定中」

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 29 年１月１日から施行する。ただし、第１条中山形県立学校

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則別記様式第５号の改正規定及び

附則第８項の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 職員の勤務時間に関する条例等の一部を改正する条例（平成 28 年 12 月県条例第

54 号。以下「改正条例」という。）附則第３項において読み替えて準用する改正条

例附則第２項に規定する学校職員の申出は、改正条例第３条の規定による改正後の

山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和 27 年 12 月県条例第 93

号。以下「改正後の条例」という。）第 16 条の２第１項に規定する指定期間（以下

「指定期間」という。）の末日とすることを希望する日を第１条の規定による改正

後の別記様式第５号に記入して、県教育委員会又はその委任を受けた者に対し行わ

なければならない。 

３ 県教育委員会又はその委任を受けた者は、前項の規定による指定期間の指定の申

出があった場合には、改正条例附則第３項において読み替えて準用する改正条例附

則第２項に規定する初日（以下「初日」という。）から当該申出による期間の末日

までの期間の指定期間を指定するものとする。 

４ 改正条例附則第３項において読み替えて準用する改正条例附則第２項に規定す

る学校職員（以下「学校職員」という。）は、附則第２項の申出に基づき前項若し

くは附則第６項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当

該指定期間若しくはこの項の申出（短縮の指定の申出に限る。）に基づき次項若し

くは附則第６項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し

出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希

望する期間の末日を第１条の規定による改正後の別記様式第５号に記入して、県教

育委員会又はその委任を受けた者に対し申し出なければならない。 

５ 県教育委員会又はその委任を受けた者は、学校職員から前項の規定による指定期

間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日ま
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での期間の指定期間を指定するものとする。 

６ 附則第３項又は前項の規定にかかわらず、県教育委員会又はその委任を受けた者

は、それぞれ、平成 29 年１月１日から附則第２項の規定により申し出た指定期間

の末日とすることを希望する日までの期間（以下「施行日以後の申出の期間」とい

う。）又は附則第２項の申出に基づき附則第３項若しくはこの項の規定により指定

された指定期間の末日の翌日から附則第４項の規定による指定期間の延長の指定

の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間（以下「延長申出の期間」と

いう。）の全期間にわたり山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施

行規則第 13 条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである

場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間

又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認で

きないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間につ

いて指定期間を指定するものとする。 

７ 附則第２項から第６項までの規定は、改正条例附則第４項の規定において読み替

えて準用する改正条例附則第２項の規定による指定期間の指定について準用する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

附則第２項 附則第３項 附則第４項 

改正条例第３

条 

改正条例第４条の規定による改正後の市町村立学

校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間

及び休暇等に関する条例（昭和 27 年 12 月県条例

第 94 号）第２条において準用する改正条例第３条 

県教育委員会 市町村教育委員会 

附則第３項 県教育委員会 市町村教育委員会 

附則第３項 附則第４項 

附則第４項 附則第３項 附則第４項 

県教育委員会 市町村教育委員会 

附則第５項 県教育委員会 市町村教育委員会 

附則第６項 県教育委員会 市町村教育委員会 

山形県立学校

職員の勤務時

間及び休暇等

に関する条例

施行規則 

市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員

の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則第１

条の２において準用する山形県立学校職員の勤務

時間及び休暇等に関する条例施行規則 

 （準備行為） 
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８ 附則第２項（附則第７項において準用する場合を含む。）の規定による指定期間

の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。 

 

提 案 理 由 

 平成28年 10月４日付け山形県人事委員会の報告等に基づく山形県立学校職員の勤

務時間及び休暇等に関する条例等の一部改正を受け、規定の整備を図るため提案する

ものである。 

 

平成 28 年 12 月 26 日提出 

 

山形県教育委員会        

教育長  瀬  渉    
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山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則新旧対照表 

現   行 改 正 案 

○山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に

関する条例施行規則 

○山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に

関する条例施行規則 

昭和40年４月１日山形県教育委員会規則第３号 昭和40年４月１日山形県教育委員会規則第３号

（介護を行う学校職員の深夜勤務の制限） （介護を行う学校職員の深夜勤務の制限） 

第４条の７ 前２条（前条第１項第３号及び第４

号を除く。）の規定は、条例第６条の３第４項

において準用する同条第１項の規定による条例

第16条の２第１項に規定する日常生活を営むの

に支障がある者（第４条の10において「要介護

者」という。）を介護する学校職員の深夜にお

ける勤務の制限について準用する。この場合に

おいて、前条第１項第１号中「子」とあるのは

「条例第16条の２第１項に規定する日常生活を

営むのに支障がある者（以下この条において「要

介護者」という。）」と、同項第２号中「子が

離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をし

た学校職員の子でなくなった」とあるのは「要

介護者と当該請求をした学校職員との親族関係

が消滅した」と読み替えるものとする。 

第４条の７ 前２条（前条第１項第３号及び第４

号を除く。）の規定は、条例第６条の３第４項

において準用する同条第１項の規定による条例

第16条の２第１項に規定する要介護者（第４条

の10において「要介護者」という。）を介護す

る学校職員の深夜における勤務の制限について

準用する。この場合において、前条第１項第１

号中「子」とあるのは「条例第16条の２第１項

に規定する要介護者（以下この条において「要

介護者」という。）」と、同項第２号中「子が

離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をし

た学校職員の子でなくなった」とあるのは「要

介護者と当該請求をした学校職員との親族関係

が消滅した」と読み替えるものとする。 

（育児を行う学校職員の時間外勤務の制限） （育児を行う学校職員の時間外勤務の制限） 

第４条の８ －略－ 第４条の８ －略－ 

第４条の９ －略－ 第４条の９ －略－ 

（介護を行う学校職員の時間外勤務の制限） （介護を行う学校職員の時間外勤務の制限） 

第４条の10 前２条（前条第１項第３号及び第２

項各号を除く。）の規定は、条例第６条の３第

４項において準用する同条第３項の規定による

要介護者を介護する学校職員の時間外勤務の制

限について準用する。この場合において、第４

条の８第１項中「第６条の３第２項又は第３項」

とあるのは「第６条の３第３項」と、「ものと

する。この場合において、当該制限を請求する

期間については、条例第６条の３第２項の規定

による請求に係る期間と同条第３項の規定によ

る請求に係る期間とが重複しないようにしなけ

ればならない」とあるのは「ものとする」と、

同条第２項及び第３項中「第６条の３第２項又

は第３項」とあるのは「第６条の３第３項」と、

前条第１項中「第６条の３第２項又は第３項」

とあるのは「第６条の３第３項」と、同項第１

号中「子」とあるのは「条例第16条の２第１項

に規定する日常生活を営むのに支障がある者

（以下この条において「要介護者」という。）」

と、同項第２号中「子が離縁又は養子縁組の取

第４条の10 前２条（前条第１項第３号及び第２

項各号を除く。）の規定は、条例第６条の３第

４項において準用する同条第２項又は第３項の

規定による要介護者を介護する学校職員の時間

外勤務の制限について準用する。この場合にお

いて、前条第１項第１号中「子」とあるのは「条

例第16条の２第１項に規定する要介護者」と、

同項第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消し

により当該請求をした学校職員の子でなくなっ

た」とあるのは「要介護者と当該請求をした学

校職員との親族関係が消滅した」と、同条第２

項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるの

は「前項第１号又は第２号に掲げる」と読み替

えるものとする。 
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消しにより当該請求をした学校職員の子でなく

なった」とあるのは「要介護者と当該請求をし

た学校職員との親族関係が消滅した」と、同条

第２項中「第６条の３第２項又は第３項」とあ

るのは「第６条の３第３項」と、「次の各号に

掲げるいずれかの」とあるのは「前項第１号又

は第２号に掲げる」と読み替えるものとする。 

（介護休暇） （介護休暇） 

第12条 条例第16条の２第１項の県教育委員会が

定める者は、次に掲げる者であつて学校職員と

同居しているものとする。 

第12条 条例第16条の２第１項の県教育委員会が

定める者は、次に掲げる者（第２号に掲げる者

にあつては、職員と同居しているものに限る。）

とする。 

(１) 祖父母、孫及び兄弟姉妹 (１) 祖父母、孫及び兄弟姉妹 

(２) 学校職員又は配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

との間において事実上父母と同様の関係にあ

ると認められる者及び学校職員との間におい

て事実上子と同様の関係にあると認められる

者で、県教育委員会が別に定めるもの 

(２) 学校職員又は配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

との間において事実上父母と同様の関係にあ

ると認められる者及び学校職員との間におい

て事実上子と同様の関係にあると認められる

者で、県教育委員会が別に定めるもの 

２ 条例第16条の２第１項の県教育委員会が定め

る期間は、２週間以上の期間とする。 

２ 条例第16条の２第１項の県教育委員会が定め

る期間は、２週間以上の期間とする。 

 ３ 条例第16条の２第１項に規定する職員の申出

は、同項に規定する指定期間（以下「指定期間」

という。）の指定を希望する期間の初日及び末

日を別記様式第５号に記入して、県教育委員会

又はその委任を受けた者に対し行わなければな

らない。 

 ４ 県教育委員会又はその委任を受けた者は、前

項の規定による指定期間の指定の申出があつた

場合には、当該申出による期間の初日から末日

までの期間（第７項において「申出の期間」と

いう。）の指定期間を指定するものとする。 

 ５ 学校職員は、第３項の申出に基づき前項若し

くは第７項の規定により指定された指定期間を

延長して指定すること又は当該指定期間若しく

はこの項の申出（短縮の指定の申出に限る。）

に基づき次項若しくは第７項の規定により指定

された指定期間を短縮して指定することを申し

出ることができる。この場合においては、改め

て指定期間として指定することを希望する期間

の末日を別記様式第５号に記入して、県教育委

員会又はその委任を受けた者に対して申し出な

ければならない。 

 ６ 県教育委員会又はその委任を受けた者は、学

校職員から前項の規定による指定期間の延長又
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は短縮の指定の申出があつた場合には、第４項、

この項又は次項の規定により指定された指定期

間の初日から当該申出に係る末日までの期間の

指定期間を指定するものとする。 

 ７ 第４項又は前項の規定にかかわらず、県教育

委員会又はその委任を受けた者は、それぞれ、

申出の期間又は第３項の申出に基づき第４項若

しくはこの項の規定により指定された指定期間

の末日の翌日から第５項の規定による指定期間

の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に

係る末日までの期間（以下この項において「延

長申出の期間」という。）の全期間にわたり第

13条ただし書の規定により介護休暇を承認でき

ないことが明らかである場合は、当該期間を指

定期間として指定しないものとし、申出の期間

又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし

書の規定により介護休暇を承認できないことが

明らかな日である場合は、これらの期間から当

該日を除いた期間について指定期間を指定する

ものとする。 

 ８ 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、１月

に満たない期間は、30日をもつて１月とする。 

３ 介護休暇の単位は、１日又は１時間とする。 ９ 介護休暇の単位は、１日又は１時間とする。 

４ １時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、

勤務時間の開始の時刻から連続し、又は勤務時

間の終了の時刻まで連続した４時間の範囲内と

する。 

10 １時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、

勤務時間の開始の時刻から連続し、又は勤務時

間の終了の時刻まで連続した４時間（当該介護

休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受

けて勤務しない時間がある日については、当該

４時間から当該介護時間の承認を受けて勤務し

ない時間を減じた時間）を超えない範囲内の時

間とする。 

 （介護時間） 

 第12条の２ 介護時間の単位は、30分とする。 

２ 介護時間は、１日を通じ、勤務時間の開始の

時刻から連続し、又は勤務時間の終了の時刻ま

で連続した２時間（育児休業条例第33条第１項

の規定による部分休業の承認を受けて勤務しな

い時間がある日については、当該２時間から当

該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減

じた時間）を超えない範囲内の時間とする。 

（介護休暇の承認） （介護休暇及び介護時間の承認） 

第13条 県教育委員会又はその委任を受けた者

は、介護休暇の申請について、条例第16条の２

第１項に定める場合に該当すると認めるとき

は、これを承認しなければならない。ただし、

第13条 県教育委員会又はその委任を受けた者

は、介護休暇又は介護時間の申請について、条

例第16条の２第１項又は第16条の３第１項に定

める場合に該当すると認めるときは、これを承
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当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障が

ある日又は時間については、この限りでない。 

認しなければならない。ただし、当該申請に係

る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時

間については、この限りでない。 

第17条 学校職員が介護休暇を受けようとすると

きは、あらかじめ別記様式第５号により、県教

育委員会又はその委任を受けた者に申請し、こ

れらの承認を受けなければならない。 

第17条 学校職員が介護休暇を受けようとすると

きは別記様式第５号により、介護時間を受けよ

うとするときは別記様式第６号により、あらか

じめ県教育委員会又はその委任を受けた者に申

請し、これらの承認を受けなければならない。 

２ 前項の場合において、条例第16条の２第２項

に規定する介護を必要とする一の継続する状態

について初めて介護休暇を受けようとするとき

は、２週間以上の期間について一括して申請し

なければならない。 

２ 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合

において、１回の指定期間について初めて介護

休暇の承認を受けようとするときは、２週間以

上の期間（当該指定期間が２週間未満である場

合その他県教育委員会が定める場合には、県教

育委員会が定める期間）について一括して申請

しなければならない。 

３ 第１項の申請があつた場合においては、県教

育委員会又はその委任を受けた者は速やかに当

該申請に係る休暇の承認をするかどうかを決定

するものとする。ただし、当該申請に係る期間

のうち、当該申請があつた日から起算して１週

間を経過する日後の期間については、当該経過

する日までに承認をするかどうかを決定するこ

とができる。 

３ 第１項の申請があつた場合においては、県教

育委員会又はその委任を受けた者は速やかに当

該申請に係る介護休暇又は介護時間の承認をす

るかどうかを決定するものとする。ただし、当

該介護休暇の申請に係る期間のうち、当該申請

があつた日から起算して１週間を経過する日後

の期間については、当該経過する日までに承認

をするかどうかを決定することができる。 

４ 県教育委員会又はその委任を受けた者は、介

護休暇について、その事由を確認する必要があ

ると認めるときは、証明書類の提出を求めるこ

とができる。 

４ 県教育委員会又はその委任を受けた者は、介

護休暇又は介護時間について、その事由を確認

する必要があると認めるときは、証明書類の提

出を求めることができる。 
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市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則

新旧対照表 

現   行 改 正 案 

○市町村立学校職員給与負担法に規定する学

校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

施行規則 

○市町村立学校職員給与負担法に規定する学

校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

施行規則 

昭和31年11月20日山形県教育委員会規則第13号 昭和31年11月20日山形県教育委員会規則第13号 

第１条の２ 職員の勤務時間及び休暇等について

は、この規則に定めるもののほか、山形県立学

校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行

規則（昭和40年４月県教育委員会規則第３号）

の規定を準用する。この場合において、同規則

第３条第５項、第４条第４項及び第５項、第４

条の２第４号、第４条の３の２第２項、第４項、

第５項及び第６項、第４条の５（同規則第４条

の７において準用する場合を含む。）、第４条

の６第３項（同規則第４条の７において準用す

る場合を含む。）、第４条の８（同規則第４条

の10において準用する場合を含む。）、第４条

の９第３項（同規則第４条の10において準用す

る場合を含む。）、第６条第２項、第13条、第

15条、第17条第１項、第３項及び第４項並びに

別表その他の項第２号、第３号、第７号、第10

号（同号申請をするときに提出すべき書類の欄

に限る。）、第12号（同号申請をするときに提

出すべき書類の欄に限る。）及び第13号（同号

申請をするときに提出すべき書類の欄に限る。）

中「県教育委員会」とあるのは、「市町村教育

委員会」と読み替えるものとする。 

第１条の２ 職員の勤務時間及び休暇等について

は、この規則に定めるもののほか、山形県立学

校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行

規則（昭和40年４月県教育委員会規則第３号）

の規定を準用する。この場合において、同規則

第３条第５項、第４条第４項及び第５項、第４

条の２第４号、第４条の３の２第２項及び第４

項から第６項まで、第４条の５（同規則第４条

の７において準用する場合を含む。）、第４条

の６第３項（同規則第４条の７において準用す

る場合を含む。）、第４条の８（同規則第４条

の10において準用する場合を含む。）、第４条

の９第３項（同規則第４条の10において準用す

る場合を含む。）、第６条第２項、第12条第３

項から第７項まで、第13条、第15条、第17条第

１項、第３項及び第４項並びに別表その他の項

第２号、第３号、第７号、第10号（同号申請を

するときに提出すべき書類の欄に限る。）、第

12号（同号申請をするときに提出すべき書類の

欄に限る。）及び第13号（同号申請をするとき

に提出すべき書類の欄に限る。）の規定中「県

教育委員会」とあるのは、「市町村教育委員会」

と読み替えるものとする。 
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山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する 

条例施行規則等の一部を改正する規則の概要 

１ 条例改正の概要  

(1) 改正理由 

・ 国家公務員について、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正による

介護休暇の分割取得、介護時間の新設等がなされた。 

・ 平成 28 年 10 月の県人事委員会報告において、国に準じた対応を行う必要があると

言及されたことを踏まえ、県職員に対しても国家公務員にとられる措置に準じた対応

を行うため、県立学校職員、市町村立学校職員も含め、知事部局において 12 月県議会

で一括して条例の改正を行った。 

【改正した条例】 

☞ 職員の勤務時間に関する条例 

☞ 職員の休日及び休暇等に関する条例 

☞ 山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例 

☞ 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例 

☞ 山形県職員等の育児休業等に関する条例 

 

(2）改正内容 

① 山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正 

【対象職員】県立の中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する学校職員 

 

ア 介護を行う学校職員の時間外勤務の免除 

 

・ 介護を行う学校職員が請求した場合に、時間外勤務を免除 

現行 改正後 

制度なし 介護を行う学校職員の時間外勤務の免除【新設】 

 

イ 介護休暇の分割 

・ 学校職員の申出に基づき、所属長が指定期間（職員が介護休暇をできる期間）

を指定 

・ 指定期間は、一の要介護状態ごとに３回以下、かつ、合計６月以下の範囲内で

指定 

【介護休暇の分割取得（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 介護時間の新設 

・ 日常的な介護ニーズに対応するため、連続する３年以下、１日につき２時

間以下で勤務しないこと（介護時間）を承認できる仕組みを新設 

・ 介護時間を承認され勤務しない時間は、無給 

・ 介護時間と部分休業を併用する場合は、合わせて２時間まで取得可能 

介護休暇現 行

改正案

連続する６月の期間内

要介護者が「一の状態」であれば指定期間の間隔には制限なし

介護休暇③介護休暇① 介護休暇②

〔指定期間①〕 〔指定期間②〕 〔指定期間③〕

介護休暇は、

指定期間の期間内で取得

指定期間①＋②＋③＝６月
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   【介護時間の取得（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する 

条例の一部改正 

【対象職員】市町村立学校職員給与負担法第１条に規定する学校職員 

・ 県立学校勤務時間条例の一部改正に伴い、これを準用する市町村立学校勤務時

間条例について規定の整備を行った。 

 

２ 規則改正の概要  

(1) 改正理由 

  ・ 上記条例の改正を受け、介護休暇の分割取得の申請手続き等について規定する

ため、人事委員会規則が改正される。 

・ 人事委員会規則の改正内容に準じて、県立学校勤務時間条例施行規則等につい

て、所要の規定の整備を行うもの。 

 

(2) 改正内容 

① 山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部改正 

ア 介護を行う職員の時間外勤務の免除に係る関係規定の整備 

 

【改正内容】                    （第４条の７、第４条の10） 

・ 申請、承認手続きに係る規定            

 

イ 介護休暇の分割に係る関係規定の整備 

 【改正内容】         （第12条、第17条第２項、別記様式第５号、附則） 

・ 祖父母、孫及び兄弟姉妹に係る同居要件の撤廃 

・ 指定期間に係る規定 

・ 申請書様式の改正 

・ 施行日時点において介護休暇取得中の学校職員に係る経過措置 等 

   

ウ 介護時間の新設に係る関係規定の整備 

【改正内容】          （第12条の２、第13条、第17条、別記様式第６号） 

   ・ 申請、承認手続きに係る規定（介護休暇と同様の手続き） 

・ 取得単位、申請書様式を規定 等 

 

② 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に 

関する条例施行規則の一部改正 

・ 県立学校勤務時間条例施行規則に係る上記改正に伴い、これを準用する市町村立

学校勤務時間条例施行規則において読替規定を整備するもの。 

 

(3) 施行期日 

平成29年１月１日（ただし、介護休暇の経過措置については公布の日から） 

【介護時間】

・連続する３年の期間内

・１日につき２時間以内

〔介護休暇との調整〕

・介護休暇（指定期間）中、

介護時間は取得できない

介護休暇③介護休暇① 介護休暇②

３年

介護時間

介護時間 介護時間 介護時間 介護時間

〔介護時間と介護休暇を取得した場合〕
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